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【 国 際 特 許 分 類 】
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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 9 月 2 2 日 ( 2 0 2 2 . 9 . 2 2 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 機 械 操 作 を 実 施 す る た め の 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） を 有 す る 機 械 制  
御 シ ス テ ム （ １ ） を 駆 動 す る 方 法 で あ っ て 、
　 少 な く と も １ つ の 機 械 （ ２ 、 ２ ' ） を 有 し 、 前 記 機 械 が 前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御  
装 置 （ ３ 、 ３ ' ） に よ っ て 制 御 手 段 を 介 し て 制 御 さ れ 、
　 前 記 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） の 少 な く と も １ つ を 機 能 的 に 調 節 す る た め の 、 操 作 者 に  
よ っ て 持 ち 運 び で き る 少 な く と も １ つ の 携 帯 性 を 有 す る 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） を 有 し
　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） が 、 手 動 で 影 響 を 与 え る 機 械 操 作 の た め の 少 な く と も １ つ の 操  
作 要 素 （ １ ２ ） と 、 操 作 者 に よ り 機 械 操 作 を 監 視 又 は 制 御 す る た め の 、 デ ィ ス プ レ イ （ １  
４ ） を 備 え た 少 な く と も １ つ の ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ イ ス と を 有 し て お り 、 か つ
　 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） が 、 潜 在 的 に 危 険 を も た ら す 機 械 操 作 を 終 了 さ せ る た め の 、 少 な く  
と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） を 有 し 、
　 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の 、 操 作 者 に よ っ て 手 動 で 作 動 化 可 能 及  
び 変 更 可 能 な 、 そ れ ぞ れ 存 在 す る 操 作 状 態 が 、 少 な く と も １ つ の 伝 送 イ ン タ ー フ ェ イ ス （  
６ 、 ６ ' ） を 介 し て 、 選 択 さ れ た 、 又 は 作 動 的 に 結 合 さ れ て い る 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ）  
の 非 常 停 止 安 全 回 路 （ ９ 、 ９ ' ） 又 は 安 全 バ ス シ ス テ ム （ ２ ２ 、 ２ ２ ' ） 内 へ 結 合 さ れ る 、  
方 法 に お い て 、
　 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） の 、 又 は 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） の 部 分 領 域 を 前 記 手  
動 操 作 器 具 （ ４ ） の デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） 上 で 写 実 的 な ま で に 概 略 的 又 は 抽 象 的 に 示 し 、
　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） に よ り 、 そ し て 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４  
） 上 の 少 な く と も １ つ の 発 光 手 段 （ ２ ３ ） 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） 上 の 前 記 少  
な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） に お け る 、 又 は そ の 中 の 、 少 な く と も １ つ の 個 別  
発 光 手 段 （ ２ ４ ） の 選 択 的 な シ ン グ ル フ ェ ー ル セ ー フ 制 御 に よ り 、 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４  
） 上 の 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の １ つ の 作 用 領 域 又 は 複 数 の 作 用 領  
域 （ Ｗ １ 、 Ｗ ２ 、 Ｗ ３ 、 Ｗ ４ ） を 概 略 的 に 示 し 、
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　 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の 前 記 １ つ の 作 用 領 域 又 は 複 数 の 作 用 領  
域 （ Ｗ １ 、 Ｗ ２ 、 Ｗ ３ 、 Ｗ ４ ） を 信 号 で 送 信 す る た め に 、 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記  
デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） に 、 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） の 概 略 的 に 示 さ れ た １ つ の 部 分 領  
域 が グ ラ フ ィ ッ ク マ ー キ ン グ さ れ 、 及 び ／ 又 は 色 彩 で 強 調 さ れ 、 又 は 前 記 機 械 制 御 シ ス テ  
ム （ １ ） の 概 略 的 に 示 さ れ た 複 数 の 部 分 領 域 が グ ラ フ ィ ッ ク マ ー キ ン グ さ れ 、 及 び ／ 又 は  
色 彩 で 強 調 さ れ 、 前 記 １ つ の 部 分 領 域 又 は 前 記 複 数 の 部 分 領 域 の た め に 前 記 非 常 停 止 操 作  
要 素 （ ８ ） が 機 能 的 に 提 供 可 能 で あ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 機 械 制 御 シ ス テ ム を 駆 動 す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の １ つ の 作 用 領 域 又 は 複 数 の 作 用 領 域 （  
Ｗ １ 、 Ｗ ２ 、 Ｗ ３ 、 Ｗ ４ ） を 信 号 で 送 信 す る た め に 、 １ つ 又 は 複 数 の 発 光 手 段 （ ２ ３ ） の  
フ ェ ー ル セ ー フ の 作 動 化 が 行 わ れ 、 前 記 発 光 手 段 （ ２ ３ ） は 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） の 部  
分 領 域 を 識 別 し 、 １ つ 又 は 複 数 の 部 分 領 域 の た め に 、 前 記 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） が 機 能  
的 に 提 供 可 能 で あ る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） に 設 け ら れ た 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） が  
機 能 的 に 提 供 可 能 で あ る 場 合 に 、 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） に 前 記 個  
別 発 光 手 段 （ ２ ４ ） が 作 動 化 さ れ て い る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記 デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） に 、 そ れ ぞ れ 有 効 な ス ト ッ プ カ テ  
ゴ リ ー が 、 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） に よ っ て 、 付 加 的 に 示 さ れ 、 す  
な わ ち 、 少 な く と も １ つ の 機 械 操 作 に 関 し て エ ネ ル ギ 供 給 を 即 座 に 中 断 す る た め の カ テ ゴ  
リ ー ０ 、 又 は 少 な く と も １ つ の 機 械 操 作 に 関 し て 運 動 又 は 機 能 を 停 止 さ せ て 、 次 に エ ネ ル  
ギ 供 給 を 中 断 す る た め の カ テ ゴ リ ー １ 、 が 表 示 さ れ る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の  
何 れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 手 動 で 操 作 可 能 及 び ／ 又 は 自 動 化 さ れ て 作 動 す る モ ー ド ス イ ッ チ 手 段 （ ２ ８ ） が 設 け ら  
れ て お り 、 前 記 モ ー ド ス イ ッ チ 手 段 に よ っ て 、 （ ｉ ） 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 定 常 駆 動  
モ ー ド と 、 （ ｉ ｉ ） 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 機 械 調 節 モ ー ド と の 間 で 、 及 び そ の 逆 に 、  
手 動 で 導 入 さ れ る 、 又 は 自 動 化 さ れ て 実 施 さ れ る 交 代 が 行 わ れ る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求  
項 １ ～ ４ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） に 設 け ら れ た 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） が  
、 （ ｉ ） 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記 定 常 駆 動 モ ー ド に お い て 、 少 な く と も １ つ の 機 械  
操 作 に 関 し て エ ネ ル ギ 供 給 を 即 座 に 中 断 す る た め の 非 常 ス ト ッ プ 機 能 要 素 と し て 駆 動 さ れ  
、 又 は 設 け ら れ 、 か つ
　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） に 設 け ら れ た 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） が 、 （  
ｉ ｉ ） 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 機 械 調 節 モ ー ド に お い て 、 少 な く と も １ つ の 機 械 操 作 に  
関 し て 運 動 又 は 機 能 を 停 止 さ せ て 、 次 に エ ネ ル ギ 供 給 を 中 断 す る た め に 駆 動 さ れ 、 又 は 設  
け ら れ る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） に 、 （ ｉ ） 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記 定  
常 駆 動 モ ー ド に お い て 、 少 な く と も １ つ の 発 光 手 段 （ ２ ４ ） を 作 動 化 す る こ と に よ っ て 、  
少 な く と も 部 分 的 に 赤 で 着 色 さ れ た 事 象 イ メ ー ジ が 対 応 づ け ら れ 、 （ ｉ ｉ ） 前 記 機 械 調 節  
モ ー ド に お い て は 、 前 記 少 な く と も １ つ の 発 光 手 段 （ ２ ４ ） が 非 作 動 化 さ れ て い る 、 こ と  
を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 又 は ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 モ ー ド ス イ ッ チ 手 段 （ ２ ８ ） は 、 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） に 設 け ら れ た 少 な く と も  
１ つ の ス イ ッ チ 面 に 対 し て 、 操 作 者 の 側 か ら の 相 互 作 用 に よ っ て 調 節 さ れ る 、 こ と を 特 徴  
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と す る 請 求 項 ５ ～ ７ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 モ ー ド ス イ ッ チ 手 段 （ ２ ８ ） は 、 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） を 予 め 定 め ら れ た 場 所 に 置 く  
こ と に よ り 、 又 は 予 め 定 め ら れ た 相 手 要 素 に 対 し て 予 め 定 め ら れ た よ う に 対 応 づ け し 、 及  
び ／ 又 は 相 手 要 素 に 対 し て 取 り 付 け る こ と に よ り 、 自 動 的 に 調 節 さ れ る 、 こ と を 特 徴 と す  
る 請 求 項 ５ 又 は ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記 少 な く と も １ つ の 伝 送 イ ン タ ー フ ェ イ ス （ ６ ） は ワ イ ヤ  
レ ス で あ り 、 か つ
　 前 記 少 な く と も １ つ の ワ イ ヤ レ ス の 伝 送 イ ン タ ー フ ェ イ ス （ ６ ） は 、 前 記 手 動 操 作 器 具  
（ ４ ） と 前 記 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） の 少 な く と も １ つ と の 間 で 、 制 御 技 術 的 な 作 用 接  
続 を ワ イ ヤ レ ス で 構 築 し 又 は 具 現 化 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項  
１ ～ ９ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の 、 操 作 者 に よ っ て 手 動 で 作 動 化 可 能 か  
つ 変 更 可 能 な 、 そ れ ぞ れ 存 在 す る 駆 動 状 態 が 、 前 記 少 な く と も １ つ の ワ イ ヤ レ ス の 伝 送 イ  
ン タ ー フ ェ イ ス （ ６ ） を 介 し て 信 号 技 術 的 に 伝 送 さ れ 、 か つ 、 選 択 さ れ 、 又 は 作 動 的 に 結  
合 さ れ た 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） の 前 記 非 常 停 止 安 全 回 路 （ ９ 、 ９ ' ） 内 へ 、 又 は 前 記 安  
全 バ ス シ ス テ ム （ ２ ２ 、 ２ ２ ' ） 内 へ 結 合 さ れ る の で 、 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 作 動 的  
な 駆 動 状 態 に お い て 、 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） は 、 機 能 的 な 観 点 に  
お い て 、 選 択 さ れ 、 又 は 作 動 的 に 結 合 さ れ て い る 前 記 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） の 前 記 非  
常 停 止 安 全 回 路 （ ９ 、 ９ ' ） 内 へ 、 又 は 前 記 安 全 バ ス シ ス テ ム （ ２ ２ 、 ２ ２ ' ） 内 へ 結 合 可  
能 で あ る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） に 設 け ら れ た 少 な く と も １ つ の 発 光 手 段 （ ２ ３ ） 及 び ／ 又 は 前  
記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） に あ る 前 記 少 な く  
と も １ つ の 個 別 発 光 手 段 （ ２ ４ ） が 、 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） 内 に 配 置 さ れ た 電 子 的 な 安  
全 モ ジ ュ ー ル （ １ ０ ） に よ っ て 駆 動 さ れ る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ １ の 何 れ か 一  
項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 少 な く と も １ つ の 発 光 手 段 （ ２ ３ ； ２ ４ ） の プ ラ ン に 基 づ く 機 能 が 、 前 記 安 全 モ ジ ュ ー  
ル （ １ ０ ） と 、 該 安 全 モ ジ ュ ー ル （ １ ０ ） に 配 置 さ れ た 少 な く と も １ つ の セ ン サ （ ２ ７ ）  
に よ っ て 検 査 さ れ 、 可 能 性 が あ る エ ラ ー 状 態 が 信 号 で 送 信 さ れ る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求  
項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 少 な く と も 個 別 の 、 又 は 全 て の 発 光 手 段 （ ２ ３ ） は 、 前 記 デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） の 周 縁  
域 又 は 端 縁 領 域 に 、 及 び ／ 又 は 前 記 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） に 、 設 け ら れ た 少 な く と も １  
つ の ７ セ グ メ ン ト ・ デ ィ ス プ レ イ （ ２ ６ ） に よ っ て 形 成 さ れ て い る 、 こ と を 特 徴 と す る 請  
求 項 １ ～ １ ３ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
請 求 項 １ ～ １ ４ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 を 実 施 す る た め の 、 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） で  
あ っ て 、
　 機 械 操 作 を 実 施 す る た め の 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） を 有 し 、
　 少 な く と も １ つ の 機 械 （ ２ 、 ２ ' ） を 有 し 、 前 記 機 械 が 前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御  
装 置 （ ３ 、 ３ ' ） に よ っ て 制 御 手 段 を 介 し て 制 御 さ れ 、 か つ
　 前 記 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） の 少 な く と も １ つ を 機 能 的 に 調 節 す る た め の 、 操 作 者 に  
よ っ て 持 ち 運 び で き る 少 な く と も １ つ の 携 帯 性 を 有 す る 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） を 有 し 、
　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） が 、 機 械 操 作 を 手 動 で 調 節 す る た め の 少 な く と も １ つ の 操 作 要  
素 （ １ ２ ） と 、 操 作 者 に よ っ て 機 械 操 作 を 監 視 又 は 制 御 す る た め の デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ）  
を 備 え た 少 な く と も １ つ の ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ イ ス と を 有 し 、 か つ
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　 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） が 、 潜 在 的 に 危 険 を も た ら す 機 械 操 作 を 終 了 さ せ る た め の 、 少  
な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） を 有 し 、
　 操 作 者 に よ っ て 手 動 で 作 動 化 可 能 か つ 変 更 可 能 な 、 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作  
要 素 （ ８ ） の そ れ ぞ れ 存 在 す る 操 作 状 態 が 、 少 な く と も １ つ の 伝 送 イ ン タ ー フ ェ イ ス （ ６  
、 ６ ' ） を 介 し て 、 選 択 さ れ た 、 又 は 作 動 的 に 結 合 さ れ た 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） の 非 常  
停 止 安 全 回 路 （ ９ 、 ９ ' ） 内 へ 、 又 は 安 全 バ ス シ ス テ ム （ ２ ２ 、 ２ ２ ' ） 内 へ 結 合 可 能 で あ  
る 、 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） に お い て 、
　 前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） は  
、 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） の 、 又 は 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） の 部 分 領 域 を 、 前 記  
手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） 上 で 写 実 的 な ま で に 概 略 的 又 は 抽 象 的 に 示 す  
よ う に 構 成 さ れ 、
　 前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） は  
、 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の １ つ の 作 用 領 域 又 は 複 数 の 作 用 領 域 （ Ｗ １  
、 Ｗ ２ 、 Ｗ ３ 、 Ｗ ４ ） を 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記 デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） に よ っ て 、  
そ し て 、 付 加 的 に 、 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） に お け る 少 な く と も １ つ の 発 光 手 段 （ ２ ３ ）  
、 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） に お け る 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ）  
の 少 な く と も １ つ の 個 別 発 光 手 段 （ ２ ４ ） の 選 択 的 な シ ン グ ル フ ェ ー ル セ ー フ 制 御 に よ っ  
て 、 前 記 １ つ の 作 用 領 域 又 は 複 数 の 作 用 領 域 を 概 略 的 に 示 す よ う に 構 成 さ れ 、
　 前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） は  
、 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の １ つ の 作 用 領 域 又 は 複 数 の 作 用 領 域 （  
Ｗ １ 、 Ｗ ２ 、 Ｗ ３ 、 Ｗ ４ ） を 信 号 で 送 信 す る た め に 、 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記 デ ィ  
ス プ レ イ （ １ ４ ） に 、 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム の 概 略 的 に 示 さ れ た １ つ の 部 分 領 域 が グ ラ フ  
ィ ッ ク マ ー キ ン グ さ れ 、 及 び ／ 又 は 色 彩 で 強 調 さ れ 、 又 は 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム の 概 略 的  
に 示 さ れ た 複 数 の 部 分 領 域 が ラ フ ィ ッ ク マ ー キ ン グ さ れ 、 及 び ／ 又 は 色 彩 で 強 調 さ れ る よ  
う に 構 成 さ れ 、 前 記 １ つ の 部 分 領 域 又 は 前 記 複 数 の 部 分 領 域 の た め に 前 記 非 常 停 止 操 作 要  
素 （ ８ ） が 機 能 的 に 提 供 可 能 で あ る 、
こ と を 特 徴 と す る 機 械 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】
機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） で あ っ て 、
機 械 操 作 を 実 施 す る た め の 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） を 有 し 、
少 な く と も １ つ の 機 械 （ ２ 、 ２ ' ） を 有 し 、 前 記 機 械 が 前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装  
置 （ ３ 、 ３ ' ） に よ っ て 制 御 手 段 を 介 し て 制 御 さ れ 、 か つ
前 記 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） の 少 な く と も １ つ を 機 能 的 に 調 節 す る た め の 、 操 作 者 に よ  
っ て 持 ち 運 び で き る 少 な く と も １ つ の 携 帯 性 を 有 す る 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） を 有 し 、
前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） が 、 機 械 操 作 を 手 動 で 調 節 す る た め の 少 な く と も １ つ の 操 作 要 素  
（ １ ２ ） と 、 操 作 者 に よ っ て 機 械 操 作 を 監 視 又 は 制 御 す る た め の デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） を  
備 え た 少 な く と も １ つ の ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ イ ス と を 有 し 、 か つ
前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） が 、 潜 在 的 に 危 険 を も た ら す 機 械 操 作 を 終 了 さ せ る た め の 、 少 な  
く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） を 有 し 、
操 作 者 に よ っ て 手 動 で 作 動 化 可 能 か つ 変 更 可 能 な 、 前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要  
素 （ ８ ） の そ れ ぞ れ 存 在 す る 操 作 状 態 が 、 少 な く と も １ つ の 伝 送 イ ン タ ー フ ェ イ ス （ ６ 、  
６ ' ） を 介 し て 、 選 択 さ れ た 、 又 は 作 動 的 に 結 合 さ れ た 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） の 非 常 停  
止 安 全 回 路 （ ９ 、 ９ ' ） 内 へ 、 又 は 安 全 バ ス シ ス テ ム （ ２ ２ 、 ２ ２ ' ） 内 へ 結 合 可 能 で あ る  
、 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） に お い て 、
前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） は 、  
前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） の 、 又 は 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム （ １ ） の 部 分 領 域 を 、 前 記 手  
動 操 作 器 具 （ ４ ） の デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） 上 で 写 実 的 な ま で に 概 略 的 又 は 抽 象 的 に 示 す よ  
う に 構 成 さ れ 、
前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） は 、  
少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の １ つ の 作 用 領 域 又 は 複 数 の 作 用 領 域 （ Ｗ １ 、  
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Ｗ ２ 、 Ｗ ３ 、 Ｗ ４ ） を 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記 デ ィ ス プ レ イ （ １ ４ ） に よ っ て 、 そ  
し て 、 付 加 的 に 、 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） に お け る 少 な く と も １ つ の 発 光 手 段 （ ２ ３ ） 、  
及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） に お け る 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の  
少 な く と も １ つ の 個 別 発 光 手 段 （ ２ ４ ） の 選 択 的 な シ ン グ ル フ ェ ー ル セ ー フ 制 御 に よ っ て  
、 前 記 １ つ の 作 用 領 域 又 は 複 数 の 作 用 領 域 を 概 略 的 に 示 す よ う に 構 成 さ れ 、
前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） は 、  
前 記 少 な く と も １ つ の 非 常 停 止 操 作 要 素 （ ８ ） の １ つ の 作 用 領 域 又 は 複 数 の 作 用 領 域 （ Ｗ  
１ 、 Ｗ ２ 、 Ｗ ３ 、 Ｗ ４ ） を 信 号 で 送 信 す る た め に 、 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 前 記 デ ィ ス  
プ レ イ （ １ ４ ） に 、 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム の 概 略 的 に 示 さ れ た １ つ の 部 分 領 域 が グ ラ フ ィ  
ッ ク マ ー キ ン グ さ れ 、 及 び ／ 又 は 色 彩 で 強 調 さ れ 、 又 は 前 記 機 械 制 御 シ ス テ ム の 概 略 的 に  
示 さ れ た 複 数 の 部 分 領 域 が ラ フ ィ ッ ク マ ー キ ン グ さ れ 、 及 び ／ 又 は 色 彩 で 強 調 さ れ る よ う  
に 構 成 さ れ 、 前 記 １ つ の 部 分 領 域 又 は 前 記 複 数 の 部 分 領 域 の た め に 前 記 非 常 停 止 操 作 要 素  
（ ８ ） が 機 能 的 に 提 供 可 能 で あ り 、
　 前 記 少 な く と も １ つ の 機 械 制 御 装 置 （ ３ 、 ３ ' ） 、 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ）  
、 及 び ／ 又 は 前 記 手 動 操 作 器 具 （ ４ ） の 制 御 装 置 （ ５ ） は 、 請 求 項 ２ ～ １ ４ の 何 れ か 一 項  
に 記 載 の 方 法 を 実 行 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 こ と を 特 徴 と す る 機 械 制 御 シ ス テ ム 。
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